
令和４・５年度鳥取県後期高齢者医療保険料率について 

 

令和４年２月１５日に開催された鳥取県後期高齢者医療広域連合議会定例会におい

て、下記のとおり令和４・５年度の保険料率が決定しました。 

後期高齢者医療においては、平成２６年度に保険料率を改定して以降、基金を活用する

ことで据え置きとしてきましたが、被保険者数の増加や、医療給付の支出が伸びると見込

まれることから、引き上げを行うこととなりました。 

被保険者の皆さまには、更なるご負担をいただくこととなりますが、ご理解いただきま

すようよろしくお願いします。 

 

１ 令和４・５年度の保険料率 ※（ ）内は令和２・３年度のもの 

   ○保険料の所得割率     １００分の９．１０ （１００分の８．０７） 

○保険料の均等割額       ４７，４３６円 （  ４２，４８０円） 

    （参考）均等割額の軽減について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和４年度における保険料計算における変更点について 

後期高齢者医療保険料の一人当たりの年間保険料の限度額は６６万円です。 

   （令和２・３年度は６４万円でした。） 

 

 

軽減割合 軽減後均等割額 

７割 １４，２３１円（１２，７４４円） 

５割 ２３，７１８円（２１，２４０円） 

２割 ３７，９４９円（３３，９８４円） 


